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 記者発表資料               
平成２０年 ２月 ７日 

国土交通省 
東 北 地 方 整 備 局   福 島 河 川 国 道 事 務 所  郡 山 国 道 事 務 所 
             磐 城 国 道 事 務 所  三 春 ダ ム 管 理 所 
            摺 上 川 ダ ム 管 理 所  小 名 浜 港 湾 事 務 所 
北 陸 地 方 整 備 局    阿 賀 川 河 川 事 務 所   

 

平成19年度 補正予算概要について 
 

 
  平成19年度の福島県内事務所における補正予算として、約６４億円（うち国庫

債務負担行為（ゼロ国債）約２７億円）が計上されましたのでお知らせします。

 
１．平成19年度補正予算の概要 
  ○国土交通省関係補正予算については、平成１９年の発生に係る台風、豪雨及び新潟中

越沖地震等による被害の早期復旧のための災害復旧費に加え、緊急防災等のための一

般公共事業費等予算が計上されたところです。 
   一般公共事業費等予算配分にあたっては、再度災害防止対策及び交通の安全確保対策

等のため緊急に必要な事業に重点的かつ効果的な配分を行うこととしております。 
   また、公共事業の発注平準化処置として、国庫債務負担行為（いわゆるゼロ国債）が

計上されております。 
  ○平成19年度の福島県内事務所における東北・北陸地方整備局関係の補正予算としては、

  ・災害防止対策等に係る一般公共事業等として約３７億円 
    ・公共事業の発注平準化措置として国庫債務負担行為（いわゆるゼロ国債） 

約２７億円の計約６４億円が計上されております。 

（百万円）

一般公共事業費
等

国庫債務負担行為
(ゼロ国債)

福島河川国道事務所 4,197 1,140 176 1,316
阿賀川河川事務所 1,742 234 35 269
三春ダム管理所 673 0 0 0
摺上川ダム管理所 564 0 0 0
河川計 7,176 1,374 211 1,585
福島河川国道事務所 17,776 1,070 600 1,670
郡山国道事務所 13,829 900 820 1,720
磐城国道事務所 8,843 400 850 1,250
道路計 40,448 2,370 2,270 4,640
小名浜港湾事務所 2,383 0 200 200
港湾計 2,383 0 200 200

合計 50,007 3,744 2,681 6,425

河川

道路

港湾

Ｈ１９年度事業別事務所別補正予算

事業 事務所名 当初予算
補正予算

 
一般公共事業費等(H19歳出分)は平成１９年発生災害の早期復旧のための災害復旧費を含みます。 

  （福島河国 320百万円、阿賀川河川234百万円） 



 ２ 

 
２．平成19年度補正予算による主な事業のポイント 
 
 【東北地方整備局】 
（河川事業） 

 【福島河川国道事務所】 

・ 平成１０年、１４年と度重なる洪水浸水被害に見舞われた二本松市において”二
本松・安達地区土地利用一体型水防災事業”を完成させ当該地区の浸水被

害を解消します。（事業費 ６８０百万円） 
・ 平成１９年７月の台風４号に伴う豪雨により、阿武隈川水系荒川は出水となり福

島市上
か み

名倉
な ぐ ら

、佐原
さ ば ら

地先において、河川管理施設が被災を受けたため、被害の
早期復旧を図ります。（事業費 ３２０百万円） 

 
 

 （砂防関係） 

 【福島河川国道事務所】 

・ 阿武隈川水系荒川で整備中の“荒川
あらかわ

遊砂地事業（福島市）”において床固を

完成し事業を完了させることにより、福島市街地の安全度向上を図ります。 

 （事業費 ９０百万円） 

・ 土砂災害再発防止や保全施設孤立対策のため“姥湯
う ば ゆ

床固（米沢市）”を実施

し事業の進捗を図ります。（事業費 ５０百万円） 

 

（道路関係） 

【福島河川国道事務所】 

・ 県北地域と相双地域の交流・連携を推進し、落石等による事前通行規制区間の回

避を実現する、国道１１５号”阿武隈
あ ぶ く ま

東
ひがし

道路”（相馬市）において、事業を推

進します。（事業費 ７７０百万円（内宮城県分 ３２百万円）） 

・ 混雑を解消し、交通安全を確保する、国道４号”伊達
だ て

拡幅”（伊達郡桑折町）

において、事業を推進します。（事業費 ３００百万円） 

 

 【郡山国道事務所】 

・ 会津地域の連携と交通混雑の緩和を図る地域高規格道路、国道１２１号”会津
あ い づ

縦貫北
じゅうかんきた

道路”（喜多方市～会津若松市）において、喜多方市～湯川村間の事業を

推進します。（事業費 ８００百万円） 

 

・ 交通混雑の緩和や沿道環境の改善を図る国道４号”鏡 石
かがみいし

拡幅”（鏡石町）おい

て、用地取得を推進します。（事業費 １００百万円） 
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【磐城国道事務所】 

・いわき市内の渋滞解消や重要港湾小名浜港へのアクセス強化を図る一般国道６号”

常 磐
じょうばん

バイパス”において、事業を推進します。（事業費 １００百万円） 

 

・ 現道の隘路解消や災害時の緊急輸送路の強化を図る一般国道６号”久之浜
ひさのはま

バイ
パス”において、事業を推進します。（事業費 ２００百万円） 

 

   ・ いわき市内の渋滞解消や重要港湾小名浜港へのアクセス強化を図る一般国道４９

号” 平
たいら

バイパス”において、事業を推進します。（事業費 １００百万円） 

 

 【北陸地方整備局】 

（河川事業） 
 【阿賀川河川事務所】 

・ 平成19年9月の台風9号の影響で阿賀川流域は出水となり、会津若松市北会津町蟹
かに

川
かわ

地先にて被害を受けたため、被害の早期復旧を図ります。 

 （事業費 ２３４百万円） 

 

 



 ４ 

このお知らせは、下記記者クラブ等に同時発表しています。 

   ○県政記者クラブ 

   ○郡山市記者クラブ   ○いわき市記者クラブ  ○会津若松市記者クラブ 

 

 < 問い合わせ先 >  

  国土交通省  東北地方整備局  
   

    福島河川国道事務所    電話  ０２４（５４６）４３３１ 

（河川関係） 

副所長（河川）    中沢 重一(内204) 

工務第一課長（河川） 武田 恒弘(内311) 

  （道路関係） 

    副所長（道路）    高橋 敏彦(内205) 

 

 工務第二課長（道路） 藤原 裕 （内411）  
      
   郡山国道事務所    電話  ０２４（９４６）０３３３ 

副所長        簾内 章也(内204) 
工 務 課 長      佐々木 章夫（内411） 

 

                            
    磐城国道事務所    電話  ０２４６（２３）２２１１ 

    副所長        堀 喜代志（内204）    
    工 務 課 長      石井 重好（内411）     

 

                            
    三春ダム管理所    電話  ０２４７（６２）３１４５ 

       管 理 係 長        半谷 和彦 
 

                         
   
    摺上川ダム管理所     電話  ０２４（５９６）１２７５ 

      管 理 係 長      小川 秀稔 
 

                            
    小名浜港湾事務所     電話  ０２４６（５３）７１００ 

 
    副所長        大里 睦男 
      企画調整課長        前田 直久 

 

                        
 国土交通省 北陸地方整備局 
 
  阿賀川河川事務所     電話  ０２４２（２６）６４４１ 
    副所長        木村 繁（内204） 
     工 務 課 長      笹倉 伸男（内311） 
                
 
   
 

 



阿武隈川上流二本松・安達地区土地利用一体型水防災事業事業名
あ ぶ く ま に ほ ん ま つ あ だ ち

（福島県二本松市）
に ほ ん ま つ

事業着手：平成１４年度
福島県

事業の必要性・事業の概要

「事業の必要性」
当該箇所は、無堤地区となっており、平成１０年８月及び平成１４年７月洪

で国道４号線の一時通行止めや、家屋浸水などの多大な被害を受けており、
早期の治水対策が必要となっています。

「事業の概要」
阿武隈川の地形特性を踏まえた治水対策として、狭窄部の二本松・安達

地区において、従来の改修方式（連続堤）ではなく、整備効果が早期に発現
する輪中堤による治水対策を実施します。

わじゅうてい

平成１９年度補正予算による事業内容

○阿武隈川左岸油井地区の築堤、石ヶ崎橋上部工、油井川橋取付道路を実施し、油井・榎戸地区、安
達ヶ原地区の事業の完成を目指します。

事 業 効 果

○補正予算を投入することで、平成１０年、１４年と度重なる洪水被害を受けた二本松・安達地区（油井・榎
戸、安達ヶ原）の輪中堤を完成させ、82戸の家屋浸水と、120.2haの浸水被害を解消します。

国道４号

国道４号の冠水状況
事業効果（整備前（想定氾濫区域内）→整備後）
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平成19年発生災 直轄河川災害復旧事業事業名

（福島県福島市）

福島県事業着手：平成１９年度

事業の必要性・事業の概要

「事業の必要性」
平成19年7月の台風4号により阿武隈川上流域は洪水となり、福島河川国道

事務所では3箇所で被災を受けたため、早期に災害復旧を行う必要がありま
す。

「事業の概要」
阿武隈川支川荒川の福島市仁井田～佐原地先において、床止め下流部の河床洗掘により護床ブロック

が流失・破損したもので、洗掘対策として護床工の復旧工事を実施します。

平成１９年度補正予算による事業内容

○荒川において河床洗掘対策である護床工の復旧を実施します。

事 業 効 果

○河床洗掘対策として護床工の復旧を行い、再度災害の発生を防止します。
（当初分として、別途直轄河川災害復旧事業費、直轄河川災害関連緊急事業費が配布されており、再度
災害防止のため護床工及び低水護岸工も併せて実施します。）

床固破損状況【荒川】

（荒川第１床固）

荒川

直轄河川災害復旧事業の概要
◆被災箇所　１箇所（荒川）

　・福島市仁井田～佐原地先
　　護床工流失、破損　9施設

◆被災箇所　２箇所（杉田川）

　・二本松市舟石、下町地先
　　低水護岸決壊

床固

深掘れ

コンクリート

ブロック

このまま放置すると、次の洪水でさらに掘

られ、床固全体が崩壊する。

掘れているところまで

ブロックを延ばす

護床工

水叩き 本
体

護床工 水叩き 本
体

ブロックの据付直し

早いうちに手当てをし、重大災害を未然に防ぐ。

【断面図】
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阿武隈川水系 直轄火山砂防事業 荒川遊砂地事業名
あ ぶ く ま あらかわ

（福島県福島市）
ふくしま

福島県事業着手：平成元年度

事業の必要性・事業の概要

「事業の必要性」
福島市を流れる荒川の上流部は、吾妻山の火山噴火物が広く分布しており

崩壊地及び地すべり地形を有していることから、その流出土砂に伴う洪水氾濫
から下流にある福島市街地の被害軽減を図る必要があります。

「事業の概要」
当該地区は、福島市街地への土砂氾濫を防止するため、扇状地の頂部に

遊砂地が計画され、平成３年から床固、大暗渠えん堤等の整備を進めていま
す。

平成１９年度補正予算による事業内容

○第３床固を完成し、遊砂地事業完成を目指します。

事 業 効 果

○荒川遊砂地事業を完了させ、下流の福島市街地における土砂災害に対する安全度の向上を図りま
す。

荒川第５えん堤

第４床固

第３床固

大暗渠えん堤

荒川遊砂地の航空写真

Ｈ１８まで
Ｈ１９
Ｈ１９補正

凡　　例

福島市街地

荒川遊砂地

遊砂地上空から福島市街地を望む
平成１０年　荒川下流破堤状況

破堤箇所
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阿武隈川水系 直轄火山砂防事業 姥湯床固事業名
あ ぶ く ま うばゆとこがため

（山形県米沢市）
よねざわ

事業着手：平成１８年度
山形県

事業の必要性・事業の概要

「事業の必要性」
当該箇所は、阿武隈川水系松川支川前川の最上流に位置し、吾妻山の火

山噴火物により形成された斜面の荒廃が著しく、脆弱化した崩落地となってい
ます。

また、平成元年８月、平成１８年１０月の豪雨により斜面崩落が発生し、保全
施設が被災しており、土砂災害再発防止が急務となっています。

「事業の概要」
当該地区は、平成１８年１０月豪雨により斜面崩落が発生し、下流部の河床

低下が進んだ場合、現在溜まっている不安定土砂が下流へ流出する恐れがあ
るため、直下流にある宿泊施設の安全を確保すると共に、河床洗掘防止を目的
とした流路工の整備を進めています。

平成１９年度補正予算による事業内容

○河床洗掘防止の帯工、護岸工を実施し、流路工の進捗をはかります。

事業効果

○土砂災害再発防止と市道が保全されることにより、宿泊施設の孤立化対策に貢献します。

姥湯床固

Ｈ１８まで
Ｈ１９
Ｈ１９補正

凡　　例

宿泊施設

堆積範囲
崩壊範囲

平成１８年１０月斜面崩落
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一般国道１１５号 阿武隈東道路道路（直轄権限代行）事業名
あ ぶ く ま ひ が し

（福島県相馬市）

事業着手：平成１６年度

福島県事業の必要性・事業の概要

「事業の必要性」
一般国道１１５号（相馬～福島間）は急カーブや狭い幅員といった、あい路が

続き、大雨による落石や冬期の路面凍結といった危険要因も多く抱え、更に異常
気象時に落石の危険があるため通行を規制する、特殊通行規制区間があること
から、当該地方の広域的な交流・連携の推進や、信頼性・安全性の向上を図るう
えで、早急な対策が必要となっています。

「事業の概要」
阿武隈東道路は国道115号の相馬市内におけるあい路及び通行規制区間の解消を図り、救急医療圏

の拡大、物流の効率化等を目的とする高規格幹線道路です。

▲国道115号落石状況

※事業費は770百万円。（宮城県分32百万円を含みます。）平成１９年度補正予算によるの事業内容

○切土や橋梁下部工等の工事を実施し事業を推進します。

事 業 効 果

○県北地域と相双地域の間の、交流・連携がしやすくなります。
○落石の危険による特殊通行規制区間を回避しているため、常に安全に通行できるようになります。
○万が一東北自動車道が寸断した場合の代替路が確保されます。

▼東北自動車道寸断時の代替路の確保

福島

いわき

仙台

山形
宮城県

山形県

福島県

ネットワーク

寸断

特殊通行

規制区間

阿武隈東道路

49

13

115

6

4

阿武隈東道路が無い場合

阿武隈東道路が有る場合

▼東北道路寸断時の仙台～福島間の迂回時間
(高規格道路及び直轄道路利用)

４時間
４４分

３時間
５分

２時間
２２分

0

50

100

150

200

250

300

郡山 ・いわき

経由

米沢・山形

経由

相馬経由

（分）

４０分以上の
迂回を解消!

【阿武隈東道路未整備時】 【阿武隈東道路整備時】

２時間以上の
迂回を解消!
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一般国道４号 伊達拡幅事業名

（福島県伊達市～伊達郡国見町）

事業着手：昭和５６年度

福島県事業の必要性・事業の概要

「事業の必要性」
伊達郡桑折町地内の国道４号は混雑をしているほか、災害発生時の緊急輸

送路となっていることから、機能の強化と円滑な交通の確保のために早急な対
策が必要です。

「事業の概要」
国道４号の伊達市～伊達郡国見町内の交通混雑の緩和及び交通安全の確

保、緊急輸送路の機能強化を目的とする４車線化事業です。

▲

国道４号の混雑状況

平成１９年度補正予算による事業内容

○舗装工事を実施し事業を推進します。

事 業 効 果

○片側２車線にすることにより、円滑な交通が確保されます。
○十分な幅員の歩道を設置することにより、交通安全を確保されます。

伊達拡幅Ｌ＝９．１Km　

伊　達　市

伊
達
市
広
前

伊
達
郡
国
見
町
石
母
田

だ
て

ひ
ろ
ま
え

だ
て

く
に
み

い
し
も
た

伊達拡幅Ｌ＝９．１Km　

伊　達　市

伊
達
市
広
前

伊
達
郡
国
見
町
石
母
田

だ
て

ひ
ろ
ま
え

だ
て

く
に
み

い
し
も
た
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事業名 一般国道４９号 平バイパス（直轄）
たいら

（福島県いわき市常磐上矢田町～いわき市好間町北好間）
じ よ う ば ん か み や だ ま ち よ し ま ま ち き た よ し ま

事業着手：昭和５６年度

事業の必要性・事業の概要 福島県

「事業の必要性」
一般国道４９号平バイパスにおける交通需要は、平成７年の全線暫定供用

後も年々増加し続けており、交通が集中する区間や主要交差点付近等で交通
混雑が発生しています。また、平バイパスは重要港湾「小名浜港」と常磐自動
車道いわき中央ICやいわき好間中核工業団地等を連携するアクセス道路であ
り、アクセス機能強化が求められております。

「事業の概要」
一般国道４９号平バイパスは、いわき市の市街地部の交通渋滞・沿道の道

路環境など、交通をとりまく環境の改善と主要幹線道路としての機能強化を目的とした、いわき市常磐上矢
田～同市好間町に至る延長７．７ｋｍの道路です。平成７年９月に全線暫定供用をし、引き続き混雑区間の
４車線化、主要渋滞交差点の立体化等を推進し、一層の機能強化を図っております。

平成２０年度は平バイパスにおける主要渋滞ポイントの渋滞緩和を含む、いわき市内郷御厩町（番匠地
う ち ご う み ま や ま ち ば ん じ ょ う ち

交差点）～同市好間町中好間（向 山交差点）間(Ｌ＝１．８ｋｍ)の４車線化事業を推進します。
よ し ま ま ち な か よ し ま むかいやま

▲位 置 図 ▲内郷地区の渋滞状況

▲平バイパス全線４車線化完成後の効果

▲供用箇所の全景

平成１９年度補正予算による事業内容

○いわき市内郷御厩町～好間町中好間間について、工事を推進します。

事 業 効 果

○渋滞が解消され、平市街地及び重要港湾小名浜港と常磐自動車道いわき中央IC（好間工業団地）のア
クセス機能強化が図られます。

○平市街地の通過時間が短縮されます。(現況：２７分→全線４車線化後：７分 約２０分短縮)
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事業名 一般国道６号 常磐バイパス（直轄）
じようばん

（福島県いわき市勿来町四沢～いわき市平下神谷）
な こ そ ま ち し さ わ た い ら し も か べ や

事業着手：昭和４１年度

事業の必要性・事業の概要 福島県

「事業の必要性」
一般国道６号常磐バイパスの交通需要は平成１２年の全線暫定供用後も増

加し続けており、交通が集中する区間や主要交差点付近等で交通混雑が発
生しています。特に外易コンテナ航路開設後、コンテナ貨物取扱量が年々増
加している重要港湾「小名浜港」の物流拠点へのアクセス強化に配慮した道路
整備、物流の効率化が必要となっています。

「事業の概要」
一般国道６号常磐バイパスは、いわき市内の交通混雑の解消及び主要幹線

道路としての機能強化を目的とした、いわき市勿来町四沢～同市平下神谷に至る延長２７．７ｋｍの道路で
す。

平成１２年３月には全線暫定供用をし、引き続き渋滞ポイントを中心に交差点立体化及び４車線化工事
などを進めてきております。

現在、錦地区の交通混雑の緩和と小名浜港と常磐道の利便性向上を目的に、４車線化の整備を行って
おります。

▲位 置 図 ▲鮫川大橋の全景

▲常磐バイパス錦地区４車線化完成後の効果

▲中迎交差点の渋滞状況

平成１９年度補正予算による事業内容

○錦地区の工事を推進し、早期の完成を目指します。

事 業 効 果

○中迎交差点の渋滞が緩和され、重要港湾小名浜港と常磐自動車道いわき勿来ICのアクセス機能強化
が図られます。(現況：1７分→全線４車線化後：15分 約2分短縮)

至仙台

至東京

鮫川大橋
(L=471m)

二
級
河
川
鮫
川

至仙台

至東京

鮫川大橋
(L=471m)

二
級
河
川
鮫
川

至東京

至仙台

至東京

至仙台
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事業名 一般国道６号 久之浜バイパス（直轄）
ひ さ の は ま

（福島県いわき市四倉町～いわき市久之浜町金ヶ沢）
よ つ く ら ま ち ひ さ の は ま か ね が さ わ

事業着手：平成元年度

事業の必要性・事業の概要 福島県

「事業の必要性」
一般国道６号久之浜バイパスは、平成１１年に終点部の延長２．３ｋｍについ

て暫定供用しておりますが、線形不良区間における交通事故や低気圧による
越波により波立海岸において通行止めを実施しおり、このため、早急な整備が
必要となっております。また、いわき四倉中核工業団地を連携するアクセス道
路であり、アクセス機能強化が求められております。

「事業の概要」
一般国道６号久之浜バイパスは、いわき市久ノ浜地区における線形不良区

間、狭隘トンネルなどの道路構造上のボトルネックの解消や沿道環境の改善を目的とした、いわき市四倉
町～いわき市久之浜町金ヶ沢に至る延長６．０ｋｍの道路です。平成元年度から事業に着手し、平成１１年
３月に終点側の一部区間を常磐自動車道いわき四倉ICアクセス道路として供用しています。

引き続き起点側工区の工事を促進し、隘路区間の早期解消に向け事業を進めます。

▲位 置 図 ▲整備予定箇所

▲大型車のすれ違いが困難なトンネル ▲越波による通行規制状況

平成１９年度補正予算による事業内容

○久之浜地区の工事を推進し、早期の完成を目指します。

事 業 効 果

○隘路及び越波区間が解消され、安全安心で信頼性の高い交通確保が図られます。
○久之浜町市街地の通過時間が短縮されます。

至東京

至仙台

ルート予定箇所

至東京

至仙台

ルート予定箇所
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阿 賀 川

事業区間

既設護岸根固位置

復旧後護岸位置

平成19年発生災 直轄河川災害復旧事業事業名

（福島県会津若松市北会津町蟹川地先）

事業着手：平成１９年度

事業の必要性・事業の概要
福島県

「事業の必要性」
平成19年9月の台風9号により阿賀川流域は洪水となり、阿賀川河川事務所

管内では1箇所で被災を受けたため、早期に災害復旧を行う必要があります。

「事業の概要」
会津若松市北会津町蟹川地先において、流水による河岸部の深掘れ・侵食

のため、根固流出、護岸決壊が発生したもので、河岸侵食対策として低水護
岸工を実施します。

平成１９年度補正予算によるの事業内容

○平成19年度は、河岸侵食対策である低水護岸工の進捗をはかります。

事業効果

○洪水で流出した護岸の復旧を行い、被害拡大を防ぎます。
（直轄河川災害関連事業（事業費201百万）も採択されており、再度災害防止のための護岸工も併せて実
施します。）

直轄河川災害復旧事業の概要直轄河川災害復旧事業の概要
◆被災箇所◆被災箇所 １箇所１箇所

・ 会津若松市北会津町蟹川地先会津若松市北会津町蟹川地先

根固流出・護岸決壊根固流出・護岸決壊 LL＝約１９０ｍ＝約１９０ｍ

◆低水護岸工◆低水護岸工 L=L=１９０（１９０（mm））

事業箇所
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